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(57)【要約】
【課題】非接触カードとの近接通信において消費する電
力を低減する。
【解決手段】リモートコントローラ１２は、蓄電池５７
からの電力により駆動される。非接触カードR/W部５２
は、アンテナ４１を介して非接触カードと近接通信を行
う。太陽光発電パネル４３は、アンテナ４１の近傍に設
けられ、入射光により発電する。出力電力測定部５６は
、太陽光発電パネル４３から出力される出力電力を測定
する。CPU５１は、太陽光発電パネル４３の出力電力が
所定の閾値を下回った場合、非接触カードR/W部５２を
起動する。本発明は、例えば、テレビジョン受像機のリ
モートコントローラに適用できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナと、
　前記アンテナを介して非接触カードと近接通信を行う第１の通信手段と、
　前記アンテナの近傍に設けられ、入射光量を検出する光検出手段と、
　前記入射光量が所定の閾値未満になった場合、前記第１の通信手段を起動する近接通信
制御手段と
　を含み、
　電池により駆動される通信装置。
【請求項２】
　前記近接通信制御手段は、前記第１の通信手段を起動した後、前記非接触カードとの近
接通信が行われないまま所定の時間が経過した場合、前記第１の通信手段の動作を停止さ
せ、前記入射光量が前記閾値を超えるまで、前記第１の通信手段を起動しない
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記非接触カードから取得した情報を他の装置に送信する第２の通信手段を
　さらに含む請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記近接通信制御手段は、前記第２の通信手段を介して前記他の装置から所定の起動信
号を受信した場合、前記第１の通信手段を起動する
　請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記光検出手段は、入射する光を電力に変換し、前記電池を充電する光発電パネルによ
り構成される
　請求項１に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置に関し、特に、非接触カードと近接通信を行う通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビジョン受像機（以下、TVと称する）をインターネットに接続し、従来パー
ソナルコンピュータなどで利用されていたオンラインショッピングを、TVで楽しむように
する利用方法が提案されている。
【０００３】
　この場合、TVのリモートコントローラに非接触カードの情報を読み取るカードリーダラ
イタ（以下、カードR/Wと称する）を搭載することが考えられる。そして、ユーザは、例
えば、非接触カードからなるクレジットカードをリモートコントローラに翳すだけで、暗
証番号やカード番号などの入力操作を行うことなく、オンラインショッピングの決済の手
続を簡単に行うことができるようになると考えられる。
【０００４】
　ところで、任意のタイミングでリモートコントローラに翳される非接触カードを確実に
捕捉するためには、カードR/Wが、非接触カードを探索するために電磁波を周囲に発する
ポーリング処理を周期的に行う必要がある。しかし、ポーリング処理を常時行うようにし
た場合、リモートコントローラの電池の寿命が短くなり、電池交換を頻繁に行わなければ
ならなくなる。例えば、リモートコントローラがアルカリ電池２本（容量4000mAh）によ
り駆動され、カードR/Wの駆動電圧および駆動電流が、それぞれ1.9Vおよび100mAであると
仮定した場合、4000÷1.9÷100＝21時間しか電池の寿命が持続しないことになる。
【０００５】
　そこで、近距離無線通信機器の状態を、アイドル動作状態、ターゲット動作状態、イニ
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シエータ動作状態の３つの状態の間を周期的に遷移させるようにして、イニシエータ動作
状態のときにのみポーリング処理を行うようにすることが提案されている（例えば、特許
文献１参照）。この特許文献１に記載の発明を、上述したTVのリモートコントローラに適
用することにより、ポーリング処理を行う時間を短縮し、消費電力を削減し、電池の寿命
を延ばすことが可能になる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１２９４９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明において、仮に、イニシエータ動作状態を全期
間のうちの10%に設定し、他の動作状態における消費電力をゼロにしたとしても、上記の
条件下において、リモートコントローラの電池の寿命は約10倍の210時間にしかならない
。これは、現在一般的に使用されているTVのリモートコントローラの電池の寿命が約１～
２年であることを考えると、十分な長さであるとは言えない。
【０００８】
　本発明は、このような状況を鑑みてなされたものであり、非接触カードとの近接通信に
おいて消費する電力を低減できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面の通信装置は、アンテナと、前記アンテナを介して非接触カードと近接
通信を行う第１の通信手段と、前記アンテナの近傍に設けられ、入射光量を検出する光検
出手段と、前記入射光量が所定の閾値未満になった場合、前記第１の通信手段を起動する
近接通信制御手段とを含み、電池により駆動される。
【００１０】
　前記近接通信制御手段には、前記第１の通信手段を起動した後、前記非接触カードとの
近接通信が行われないまま所定の時間が経過した場合、前記第１の通信手段の動作を停止
させ、前記入射光量が前記閾値を超えるまで、前記第１の通信手段を起動させないように
することができる。
【００１１】
　前記非接触カードから取得した情報を他の装置に送信する第２の通信手段をさらに設け
ることができる。
【００１２】
　前記近接通信制御手段には、前記第２の通信手段を介して前記他の装置から所定の起動
信号を受信した場合、前記第１の通信手段を起動させることができる。
【００１３】
　前記光検出手段は、入射する光を電力に変換し、前記電池を充電する光発電パネルによ
り構成することができる。
【００１４】
　本発明の一側面においては、アンテナの近傍の入射光量が所定の閾値未満になった場合
、前記アンテナを介して非接触カードと近接通信を行う第１の通信手段が起動される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の一側面によれば、非接触カードとの近接通信の制御を行うことができる。特に
、本発明の一側面によれば、非接触カードとの近接通信において消費する電力を低減する
ことができ、その結果、電池の寿命を延ばすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明を適用した実施の形態について説明する。
【００１７】
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　図１は、本発明を適用した情報処理システムの一実施の形態を示すブロック図である。
図１の情報処理システム１は、TV１１、リモートコントローラ１２、非接触カード１３、
および、決済サーバ１４を含むように構成される。情報処理システム１は、オンラインシ
ョッピングなどのインターネット２１を利用したサービスを、TV１１により利用できるよ
うにするシステムである。
【００１８】
　TV１１は、インターネット２１に接続され、インターネット２１を介して、決済サーバ
１４などの他の装置と通信することが可能である。
【００１９】
　リモートコントローラ１２は、アンテナ４２およびTV１１のアンテナ３１を介して、TV
１１と双方向の無線通信を行い、TV１１の遠隔操作を行う。
【００２０】
　また、リモートコントローラ１２は、非接触カード１３の情報の読み書きを行う非接触
カードリーダライタ（R/W）部５２（図２）を内蔵し、各種の操作キーが設けられている
操作面１２Ａに受信面が来るように、アンテナ４１が設けられている。従って、非接触カ
ード１３をアンテナ４１に翳すことにより、リモートコントローラ１２と非接触カード１
３（非接触カードR/W部５２）は、電磁誘導による近接通信（NFC（Near Field Communica
tion））を行う。なお、近接通信とは、通信する装置どうしの距離が、数10cm以内となっ
て可能となる通信を意味し、通信する装置同士（の筐体）が接触して行う通信も含まれる
。
【００２１】
　さらに、リモートコントローラ１２の操作面１２Ａのアンテナ４１の近傍には、太陽光
発電パネル４３が設けられている。太陽光発電パネル４３は、太陽光や照明光などの入射
光により発電し、リモートコントローラ１２を駆動するための蓄電池の充電を行う。
【００２２】
　非接触カード１３は、例えば、近接通信を行う非接触型のICカードにより構成される。
【００２３】
　決済サーバ１４は、インターネット２１を介してTV１１と通信を行い、オンラインショ
ッピングの決済の処理を行う。
【００２４】
　ここで、情報処理システム１を利用したオンラインショッピングの処理の概要について
説明する。
【００２５】
　ユーザは、例えば、リモートコントローラ１２を操作して、TV１１が受信したデジタル
放送波の中からオンラインショッピングの番組を選択したり、インターネット２１を介し
て、オンラインショッピングのサービスを提供するWebサイトにアクセスしたりして、TV
１１にオンラインショッピングの画面を表示させる。そして、ユーザは、画面内の情報に
従って、リモートコントローラ１２を操作して、購入する商品を確定する。
【００２６】
　TV１１が受信した放送波のデータ部分、または、Webサイトから取得した商品情報には
、決済サーバ１４のURL（Uniform Resource Locator）を示す情報が含まれている。TＶ１
１は、ユーザにより購入する商品が確定されたとき、そのURL情報に基づいて、インター
ネット２１を介して決済サーバ１４に接続する。
【００２７】
　また、ユーザが、リモートコントローラ１２のアンテナ４１に非接触カード１３を翳す
と、リモートコントローラ１２は、図４を参照して後述するように、アンテナ４１から周
囲に電磁波を周期的に発し、通信可能な非接触カードの探索を行うポーリング処理を開始
する。そして、リモートコントローラ１２と非接触カード１３との間の通信が確立し、そ
の結果、非接触カード１３と決済サーバ１４は、リモートコントローラ１２、TV１１、お
よび、インターネット２１を介して通信可能な状態となる。
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【００２８】
　そこで、決済サーバ１４は、非接触カード１３に対して認証処理を行い、非接触カード
１３が信頼できる相手であることを確認した後、伝送路を暗号化し、決済に必要なユーザ
ID、支払い金額等の情報交換を非接触カード１３と行う。さらに、決済サーバ１４は、非
接触カード１３のメモリ、および、自サーバのデータベースの残高履歴情報の更新などの
決済処理を行う。
【００２９】
　このようにして、ユーザは、TV１１を用いて、インターネットショッピングを楽しむこ
とができる。
【００３０】
　図２は、リモートコントローラ１２の機能的構成を示すブロック図である。リモートコ
ントローラ１２は、アンテナ４１、アンテナ４２、太陽光発電パネル４３、CPU（Central
 Processing Unit）５１、非接触カードR/W部５２、キー入力部５３、メモリ５４、無線
通信制御部５５、出力電力測定部５６、および、蓄電池５７を含むように構成される。
【００３１】
　CPU５１は、所定の制御プログラムを実行することにより、リモートコントローラ１２
の各部の制御を行う。
【００３２】
　非接触カードR/W部５２は、CPU５１の制御の基に、アンテナ４１を介して非接触カード
１３と通信を行い、非接触カード１３の情報の読み書きを行う。また、非接触カードR/W
部５２は、非接触カード１３から取得した情報をCPU５１に供給する。
【００３３】
　なお、非接触カード１３と非接触カードR/W部５２との間の近接通信には、例えば、ISO
（International Organization for Standardization）1443により規定された通信規格が
適用され、13.56MHz帯の周波数の搬送波を用いて、最大424kビット／秒の通信が行われる
。
【００３４】
　キー入力部５３は、TV１１を遠隔操作するための各種のキー等により構成される。キー
入力部５３は、ユーザによってキーが押下されると、押下されたキーに応じたLowとHigh
の２つの状態の組み合わせによる信号を、CPU５１との間の信号線に出力し、CPU５１に割
込み処理の実行を指令する。
【００３５】
　割込み処理の指令を受けたCPU５１は、メモリ５４内に保持されたコマンドテーブルか
ら、キー入力部５３からの信号の状態に該当するコマンドコードを検索し取得する。CPU
５１は、取得したコマンドコードを、通信データのペイロードとして後段の無線通信制御
部５５に供給する。
【００３６】
　無線通信制御部５５は、無線通信制御部５５が準拠する通信規格に規定されているフォ
ーマットのパケットに、取得したペイロードを成形することにより、ベースバンド信号を
生成する。無線通信制御部５５は、生成したベースバンド信号を、所定の方式により変調
し、所定の周波数（例えば、2.4GHz）にアップコンバートしてから、アンテナ４２を介し
て送出する。TV１１は、リモートコントローラ１２から送出されたベースバンド信号を受
信し、ベースバンド信号に示されるコマンドコードに対応したコマンド処理を行う。
【００３７】
　また、無線通信制御部５５は、TV１１から送信されてくるRF（Radio Frequency）信号
をアンテナ４２を介して受信し、RF信号のダウンコンバートおよび復調処理を行い、RF信
号に含まれているパケットを取得する。無線通信制御部５５は、取得したパケットからペ
イロードを抽出し、CPU５１に供給する。CPU５１は、取得したペイロードの解析を行い、
その結果得られた情報に従って、リモートコントローラ１２の各部の制御を行う。
【００３８】
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　なお、TV１１と無線通信制御部５５との間の通信には、例えば、Bluetooth（登録商標
）、ZigBee（商標）、IEEE（Institute of Electrical and Electronic Engineers）802.
11（802.11a，802.11b，802.11gなど）により規定される無線LAN（Local Area Network）
等の、低消費電力で双方向の無線通信が可能な方式が適用される。
【００３９】
　太陽光発電パネル４３は、太陽光や照明光などの入射光による光エネルギーを電力に変
換し、変換した電力により蓄電池５７の充電を行う。リモートコントローラ１２は、この
蓄電池５７からの電力により駆動される。
【００４０】
　出力電力測定部５６は、太陽光発電パネル４３により生成され、出力される電力の測定
を行い、測定結果を示す情報をCPU５１に供給する。
【００４１】
　次に、図３のフローチャートを参照して、リモートコントローラ１２により実行される
近接通信制御処理について説明する。
【００４２】
　ステップＳ１において、出力電力測定部５６は、パネル電力、すなわち、太陽光発電パ
ネル４３の出力電力が、所定の閾値Wshを下回っているか否かを判定する。ステップＳ１
の判定処理は、パネル電力が閾値Wshを下回っていると判定されるまで定期的に繰り返さ
れ、パネル電力が閾値Wshを下回っていると判定された場合、処理はステップＳ２に進む
。
【００４３】
　通常、リモートコントローラ１２は、操作面１２Ａを上に向けて室内で操作するのが一
般的である。そのような状態において、図４の左上に模式的に示されるように、室内灯か
らの光や太陽光などが太陽光発電パネル４３に入射し、太陽光発電パネル４３の発電、お
よび、蓄電池５７の充電が行われる。
【００４４】
　一方、図４の右上に模式的に示されるように、ユーザが、アンテナ４１に非接触カード
１３を翳した場合、アンテナ４１の近傍に設置されている太陽光発電パネル４３も、非接
触カード１３により覆われる。これにより、太陽光発電パネル４３への入射光が、非接触
カード１３により遮断され、太陽光発電パネル４３への入射光量が低下し、パネル電力が
低下する。
【００４５】
　そして、図４の左上の状態においてパネル電力が閾値Wshを超え、図４の右上の状態に
おいてパネル電力が閾値Wshを下回るように、閾値Wshを適切に設定することにより、非接
触カード１３をアンテナ４１に翳したとき、パネル電力が閾値Wshを下回り、処理がステ
ップＳ２に進むようになる。
【００４６】
　ステップＳ２において、非接触カードR/W部５２は、ポーリング処理を開始する。具体
的には、出力電力測定部５６は、パネル電力が閾値Wshを下回ったことをCPU５１に通知す
る。CPU５１は、例えば、図示せぬスイッチなどを制御して、蓄電池５７から非接触カー
ドR/W部５２への電力の供給を開始させる。これにより、非接触カードR/W部５２が起動す
る。さらに、CPU５１は、非接触カードR/W部５２にポーリング処理を実行するよう指令し
、非接触カードR/W部５２は、ポーリング処理を開始する。これにより、ポーリング信号
が周期的にアンテナ４１から発信され、非接触カードR/W部５２の通信圏内における非接
触カード１３の探索が開始される。
【００４７】
　非接触カード１３は、リモートコントローラ１２からポーリング信号を受信した場合、
ポーリング信号に対する応答信号を送信する。
【００４８】
　ステップＳ３において、非接触カードR/W部５２は、非接触カード１３を捕捉したか否
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かを判定する。非接触カードR/W部５２は、非接触カード１３からの応答信号を受信して
いない場合、非接触カードを捕捉していないと判定し、処理はステップＳ４に進む。
【００４９】
　ステップＳ４において、CPU５１は、タイムアウトが発生したか否かを判定する。CPU５
１は、非接触カードR/W部５２を起動してからまだ所定の時間が経過していない場合、タ
イムアウトは発生していないと判定し、処理はステップＳ３に戻る。
【００５０】
　その後、ステップＳ３において、非接触カード１３を捕捉したと判定されるか、ステッ
プＳ４において、タイムアウトが発生したと判定されるまで、ステップＳ３およびＳ４の
判定処理が繰り返し実行される。
【００５１】
　一方、ステップＳ３において、非接触カードR/W部５２は、非接触カード１３からの応
答信号をアンテナ４１を介して受信した場合、非接触カードを捕捉したと判定し、処理は
ステップＳ５に進む。
【００５２】
　ステップＳ５において、非接触カードR/W部５２は、非接触カード１３と通信を行う。
例えば、非接触カードR/W部５２は、CPU５１の制御の基に、アンテナ４１を介して非接触
カード１３と通信を行い、上述したオンラインショッピングの決済に必要な情報の読み書
きを行う。その後、非接触カードR/W部５２と非接触カード１３との通信が終了すると、
処理はステップＳ６に進む。
【００５３】
　一方、ステップＳ４において、CPU５１は、非接触カードR/W部５２を起動してから、非
接触カード１３からの応答信号を受信しないまま所定の時間が経過した場合、換言すれば
、非接触カード１３との通信が行われないまま所定の時間が経過した場合、タイムアウト
が発生したと判定し、処理はステップＳ６に進む。
【００５４】
　ステップＳ６において、CPU５１は、非接触カードR/W部５２の動作を停止させる。具体
的には、CPU５１は、例えば、図示せぬスイッチを制御して、蓄電池５７から非接触カー
ドR/W部５２への電力の供給を停止させ、非接触カードR/W部５２の動作を停止させる。こ
のように、非接触カード１３との通信終了後に加えて、タイムアウトが発生したときに非
接触カードR/W部５２の動作を停止させることにより、非接触カード１３をアンテナ４１
に翳す以外の要因、例えば、部屋を暗くしたり、リモートコントローラ１２の操作面１２
Ａを下に向けるなどの要因により、パネル電力が閾値Wshを下回り、そのままポーリング
処理が継続されてしまい、無駄な電力が消費されることが防止される。
【００５５】
　ステップＳ７において、出力電力測定部５６は、パネル電力が閾値Wshを上回っている
か否かを判定する。ステップＳ７の判定処理は、パネル電力が閾値Wshを上回っていると
判定されるまで定期的に繰り返される。これにより、例えば、部屋を暗くしたり、リモー
トコントローラ１２の操作面１２Ａを下に向けるなどの要因により、太陽光発電パネル４
３への入射光量が小さい状態が継続した場合に、ポーリング処理が再開されてしまい、無
駄な電力が消費されることが防止される。
【００５６】
　一方、ステップＳ７において、パネル電力が閾値Wshを上回っていると判定された場合
、処理はステップＳ１に戻り、上述したステップＳ１以降の処理が実行される。
【００５７】
　このようして、非接触カードR/W部５２がポーリング処理を行う期間を限定し、リモー
トコントローラ１２の消費電力を低減することができる。また、ポーリング処理を行う期
間を限定しても、非接触カードR/W部５２と非接触カード１３との間の通信を確実に行う
ことができる。
【００５８】
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　また、太陽光発電パネル４３により蓄電池５７を充電することにより、蓄電池５７を交
換する間隔を長くすることができる。
【００５９】
　なお、図３の近接通信制御処理では、例えば、ユーザが暗い部屋でTV１１を見ていて、
パネル電力が閾値Wshを上回らない場合、一度ポーリング処理を行った後、ポーリング処
理が再開されなくなり、リモートコントローラ１２と非接触カード１３との近接通信が行
えなくなることが想定される。
【００６０】
　そこで、図５のフローチャートを参照して、暗い部屋でもリモートコントローラ１２と
非接触カード１３との近接通信を確実に行えるようにする方法の一例について説明する。
【００６１】
　ステップＳ３１において、図３のステップＳ１の処理と同様に、パネル電力が閾値Wsh
を下回っているか否かが判定される。パネル電力が閾値Wshを下回っていないと判定され
た場合、処理はステップＳ３２に進む。
【００６２】
　ステップＳ３２において、無線通信制御部５５は、リーダライタ起動信号を受信したか
否かを判定する。リーダライタ起動信号を受信していないと判定された場合、処理はステ
ップＳ３１に戻り、ステップＳ３１において、パネル電力が閾値Wshを下回っていると判
定されるか、ステップＳ３２において、リーダライタ起動信号を受信したと判定されるま
で、ステップＳ３１およびＳ３２の処理が繰り返し実行される。
【００６３】
　例えば、ユーザが、TV１１を見ながらオンラインショッピングを利用している場合に、
リモートコントローラ１２を操作して、商品の購入を確定し、決済処理に遷移する指令を
入力した場合について考える。例えば、TV１１は、オンラインショッピングの画面の表示
中に、ユーザが商品の購入を確定し、決済処理に遷移する指令を入力したことを検知した
場合、アンテナ３１を介して、リーダライタ起動信号を送信する。
【００６４】
　無線通信制御部５５は、アンテナ４２を介して、そのリーダライタ起動信号を受信した
場合、ステップＳ３２において、リーダライタ起動信号を受信したと判定し、処理はステ
ップＳ３３に進む。
【００６５】
　一方、ステップＳ３１において、パネル電力が閾値Wshを下回っていると判定された場
合も、処理はステップＳ３３に進む。
【００６６】
　ステップＳ３３乃至Ｓ３７の処理は、図３のステップＳ２乃至Ｓ６の処理と同様である
。すなわち、非接触カードR/W部５２のポーリング処理が開始され、非接触カードR/W部５
２が非接触カード１３を捕捉した場合、非接触カードR/W部５２と非接触カード１３との
通信が行われ、通信終了後、非接触カードR/W部５２の動作が停止される。一方、非接触
カードR/W部５２が非接触カード１３を捕捉できずにタイムアウトが発生した場合、非接
触カードR/W部５２の動作が停止され、ポーリング処理が終了する。
【００６７】
　ステップＳ３８において、図３のステップＳ７の処理と同様に、パネル電力が閾値Wsh
を上回っているか否かが判定され、パネル電力が閾値Wshを上回っていないと判定された
場合、処理はステップＳ３９に進む。
【００６８】
　ステップＳ３９において、ステップＳ３２の処理と同様に、リーダライタ起動信号を受
信したか否かが判定され、リーダライタ起動信号を受信していないと判定された場合、処
理はステップＳ３８に戻る。その後、ステップＳ３８において、パネル電力が閾値Wshを
上回っていると判定されるか、ステップＳ３９において、リーダライタ起動信号を受信し
たと判定されるまで、ステップＳ３８およびＳ３９の判定処理が繰り返し実行される。
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【００６９】
　一方、ステップＳ３９において、リーダライタ起動信号を受信したと判定された場合、
処理はステップＳ３３に戻り、上述したステップＳ３３以降の処理が実行される。これに
より、例えば、部屋が暗くてパネル電力が閾値Wshを上回らない状態においても、リモー
トコントローラ１２と非接触カード１３との近接通信を行うことが可能になる。
【００７０】
　一方、ステップＳ３８において、パネル電力が閾値Wshを上回っていると判定された場
合、処理はステップＳ３１に戻り、ステップＳ３１以降の処理が実行される。
【００７１】
　このようにして、例えば、暗い部屋でTV１１を見ながらオンラインショッピングを利用
している場合にも、リモートコントローラ１２と非接触カード１３との間の近接通信を確
実に行い、オンラインショッピングの決済を行うことができる。
【００７２】
　なお、TV１１からリーダライタ起動信号を送信するタイミングは、上述した例に限定さ
れるものではなく、必要に応じて任意のタイミングに設定することが可能である。
【００７３】
　さらに、例えば、リーダライタ起動信号を送信してからタイムアウトが発生するまでの
間、リモートコントローラ１２と非接触カード１３との間の通信が可能であることを、TV
１１の画面に表示するようにしてもよい。
【００７４】
　なお、本発明は、上述した例以外の他のアプリケーションに適用することが可能である
。例えば、非接触カードR/W部５２が非接触カード１３を捕捉したことをトリガーにして
、リモートコントローラ１２が、非接触カード１３のフリーアクセス領域に格納されてい
る情報を読み出し、TV１１に送信するようなアプリケーションが考えられる。この場合、
非接触カード１３のフリーアクセス領域から読み出す情報としては、例えば、交通機関の
利用履歴や買い物の履歴などが考えられる。
【００７５】
　また、例えば、リモートコントローラ１２が、非接触カード１３のフリーアクセス領域
に格納されているURLの情報を読み出し、読み出したURLの情報をTV１１に送信し、そのUR
Lに存在するWebサイトへの接続をTV１１に指示するようなアプリケーションが考えられる
。
【００７６】
　また、以上の説明では、リモートコントローラ１２への入射光量の検出に太陽光発電パ
ネルを用いる例を示したが、例えば、発電機能を有しない受光センサなどを用いて、入射
光量を検出するようにしてもよい。
【００７７】
　さらに、以上の説明では、情報処理システム１において、TV、リモートコントローラ、
非接触カード、および、決済サーバを１つずつ設ける例を示したが、それぞれ2つ以上設
けるようにすることも可能である。
【００７８】
　なお、以上の説明では、本発明をTVのリモートコントローラに適用する例を示したが、
本発明は、非接触カードと近接通信を行う他の通信装置、例えば、カードリーダライタ、
携帯電話機、パーソナルコンピュータ、PDA（Personal Digital Assistant）等にも適用
することができる。
【００７９】
　また、以上の説明では、本発明を適用した通信装置と近接通信を行う相手を非接触カー
ドとする例を示したが、非接触カード機能を有する装置（例えば、携帯電話機など）とす
ることも可能である。
【００８０】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
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フトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュー
タ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインスト
ールされる。
【００８１】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【００８２】
　また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置、手段などより構成される全
体的な装置を意味するものとする。
【００８３】
　さらに、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明を適用した情報処理システムの一実施の形態を示すブロック図である。
【図２】リモートコントローラの機能的構成を示すブロック図である。
【図３】リモートコントローラにより実行される近接通信制御処理の第１の実施の形態を
説明するためのフローチャートである。
【図４】非接触カードR/W部が起動する条件を説明するための図である。
【図５】リモートコントローラにより実行される近接通信制御処理の第２の実施の形態を
説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００８５】
　１　情報処理システム，　１１　TV，　１２　リモートコントローラ，　１３　非接触
カード，　１４　決済サーバ，　２１　インターネット，　４１　アンテナ，　４２　ア
ンテナ，　４３　太陽光発電パネル，　５１　CPU，　５２　非接触カードリーダライタ
部，　５３　キー入力部，　５５　無線通信制御部，　５６　出力電力測定部，　５７　
蓄電池
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